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ご持参いただくもの
□ 婚姻届 １通

□ 本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカード等）

→確認できなかった届出人の方については、本人宛に後日通知を送付します。

□ マイナンバーカード（お持ちの方で、氏が変更になる方）

※婚姻届と同時に住所異動の手続き（転入・転居・世帯主変更等）をする方は、次のものもご持参ください。なお、

住所異動の手続きは時間外（土曜・日曜・祝日）は受付できませんので、ご注意ください。

□ 転出証明書 （転入手続きをする方。「転入の特例」に該当する場合はマイナンバーカード。）

□ 国民健康保険被保険者証 （国民健康保険に加入している方）

□ マイナンバーカード（お持ちの方）
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氏は、婚姻前の氏を記入し

てください。

住所は略さず記入し、アパート名

まで正確に記入してください。

住所や世帯主が同じ場合は、「夫

（妻）に同じ」と省略することがで

きます。

住所も異動する場合は、別途「住

所異動届」の提出が必要です。

結婚式も同居もしていないとき

は、記入の必要はありません。

父母が婚姻中のときは、母の

氏を省略することができます。

離婚等で氏が変わっていると

きは、現在の氏を記入してくだ

さい。

【不明な点はお問合わせください】

上山市役所 市民生活課 市民記録係

℡ ０２３－６７２－１１１１（内線１１１～１１３）

◎時間外に提出する場合の注意点

婚姻届は、平日の時間外や土・日・祝日等も提出することができますが、内容に不備があった場合、訂正をお

願いすることがあります。円滑な手続きのため、できるだけ市役所で事前審査のご協力をお願いいたします。

また、本人宛に後日通知を送付しますので、ご確認くださいますようお願いします。

成人の証人が２人必要で

す。外国人でも証人になる

ことができます。

「夫の氏」に☑した場合、夫が

戸籍の筆頭者となり、妻は夫の氏を

称することとなります。

「妻の氏」に☑した場合、妻が戸

籍の筆頭者となり、夫は妻の氏を称

することとなります。

※戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番最初

に記載される人のことをいいます。

婚姻すると親の戸籍から抜け、夫婦で新しく戸籍をつくることになります。

新本籍は、土地の地番号または住所の街区符号（住居表示区域のみ）に置くことができます。

〇土地の地番号に置く場合

（例）土地の地番が「上山市河崎一丁目７０番地」⇒ 本籍は「上山市河崎一丁目７０番地」

この場合、土地の地番と本籍は同じになります。分筆や合筆等で地番が変更になっていることも

あるため、事前に確認しておいてください。

〇住所の街区符号に置く場合（住居表示区域のみ）

（例）住所が「上山市河崎一丁目１番１号」⇒ 本籍は「上山市河崎一丁目１番」

この場合、住所と本籍は同じにはなりません。

※本籍は現実の生活関係と一致する必要はなく、自由に設定することができます。ただし、新本籍に未

記入や誤り等があると訂正をお願いする場合がありますので、とくに時間外に提出を予定されている方

は、市役所で事前審査を受けることをおすすめします。

都道府県名から記入してく

ださい。

届書を提出する年月日を記入してくだ

さい。この日付が婚姻日になります。

職業は、国勢調査の年以外は記

入の必要はありません。

再婚のときは、直前の婚姻につ

いて記入してください。内縁のも

のは含まれません。

上 山 一 郎

必ず届出人本人が署名してくだ

さい。
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